
理

由

金
銭
債
権
に
つ
い
て
、
そ
の
取
引
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
業
者
の
資
金
調
達
の
円
滑
化
等
を
図
る
観
点
か
ら

、
電
子
債
権
記
録
機
関
が
調
製
す
る
記
録
原
簿
へ
の
電
子
記
録
を
そ
の
発
生
、
譲
渡
等
の
要
件
と
す
る
電
子
記
録
債
権
に
つ
い

て
定
め
る
と
と
も
に
、
電
子
記
録
債
権
に
係
る
電
子
記
録
を
行
う
電
子
債
権
記
録
機
関
の
業
務
、
監
督
等
に
つ
い
て
必
要
な
事

項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
電
子
記
録
債
権
制
度
を
創
設
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ

る
。


